
令和７年度

旭川市東鷹栖公民館地域フォーラム開催結果

公民館地域フォーラムとは

公民館地域フォーラムは、公民館が地域の生涯学習の拠点となるよう、地域の皆様が
自由に事業や地域の課題等を話し合い、共に考える集まりです。

概 要

日 時 令和７年１２月３日（水） 午前１１時から正午まで
場 所 東鷹栖公民館 ２階 講堂
参加者数 ８名
進 行 東鷹栖公民館長
内 容
【第１部】 東鷹栖公民館の事業及び施設利用状況について
(１) 公民館の事業方針について
(2) 公民館の事業について
(3) 公民館の施設利用状況について

公民館の運営方針目標、利用状況、令和６年度の事業実績と令和７年度の計画、
登録団体数等について、説明を行いました。

【第２部】 参加者からの質問と意見交換
(1) 公民館事業についての質疑応答
(2) 地域の課題等について意見交換
(3) 提言（東鷹栖の魅力とまちづくりについて）

公民館事業及び地域の課題について意見交換を行いました。

参加者の御意見等

当日参加された皆様から出された御意見等につきましては、次のとおりです。

１ 公民館事業及び施設について

・以前、天文講座を受講したが、実際の天体の動きについて学びたいと思った。
科学館のプラネタリウムで学びたい。夏休み期間中にでも、子どもから大人向けを対象
して公民館からでマイクロバスを利用してプラネタリウムでの講座を検討してほしい。

・東鷹栖公民館第一分館付近に住んでいるが、自家用車がないため、本館で実施して
いる公民館講座に参加することができない。近所の皆さんも高齢化しているため移動
が大変なため、第一分館でも公民館講座を開催してほしい。

・公民館の講座を受講したくても、移動手段がバスに限られる者もいる。このため東鷹栖
公民館本館で講座を実施する場合、バス時間を考慮した講座の開始、終了時間の設
定をお願いしたい。

・健康体操のため集会室を利用しているが、畳のささくれが気になる。表替えが理想で
あるが、ござを敷いて対応していただき助かっている。ただ、全面に敷いているわけで
はないので、不足している残り４～５畳程度のござについても対応いただきたい。

・利用者が年々高齢化しているため、公民館の講座の参加、文化祭の展示会場への移
動について階段のみのため、２階への移動が難しくなっている。
公民館をこれからも利用していきたいと考えているので、エレベーターの設置を要望
する。

・公民館を利用しているが、近年の猛暑の影響もあり窓を開けても室温が高くなって
いる。高齢となり、体調を崩すことのないよう貸室全室にエアコンを設置してほしい。



・各部屋のブラインドについて利用者が皆、自分の家のように大切に扱ってくれれば良い
が、直しても無造作に扱うため壊れているものが眼につく。
ブラインドについて、対応可能であれば直してほしい。

・東鷹栖市民文化祭で作品展展示を２階で行っているが、 １階スペースを活用し作品
展示をできないか、多くの参加者に作品を見てもらいたいと思っている。

・サークル活動についても、皆高齢化しているため、年々会員が減少しているのが実情
で、会存続のため、個別に声掛けをし会員増に努めている状態である。
公民館でも、体験会の継続や、サークル活動の広報等会員増に取り組んでいただき
たい。

２ 地域課題等について

・具体的な意見・提言なし。

この度は、貴重な御意見・御提言をいただき、誠にありがとうございました。
東鷹栖公民館では、昨年いただいたアンケートの御意見を踏まえ、本年度も取り組
み可能な内容から事業に反映してまいりました。
「ロビーの展示スペースに作品を展示しているが、どのような展示を行っている

か、催事内容・作品展示団体などの案内を目立つように工夫が必要ではないか。」
との御意見をいただき、催事内容・展示団体名を、来館者が分かりやすいように表
示の工夫を行いました。
「公民館の講座等の周知については、例えば地域の郵便局、JA、コンビニエンス

ストアーなどの掲示スペースの活用を考えても良いのではないか。郵便局は、地域
の方の利用が多くATMの前の掲示スペ－スの活用は効果的と考える。」との御意見
をいただき、郵便局の御協力で、掲示スペ－スに講座周知に係るポスターを掲示
しました。
皆様の御意見・御提言につきましては、東鷹栖公民館の運営や事業活動に反映

させるよう努めてまいります。 今後とも、東鷹栖公民館の運営に御理解と御協力を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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